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福島県個人情報保護条例との関係 

 

論点３ 

 提供するデータは個人情報として取り扱うのか。 

 

県民健康調査のデータは、 

それ自体では特定の個人が識別されないよう匿名化した上で提供するが、他の情

報との照合により特定の個人が識別されることが否定できない情報 → 個人情

報として取り扱う。 

 

〔根拠〕 

福島県個人情報保護条例第２条（定義）第１項第１号（個人情報） 

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合すること

ができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

をいう。 

 

 

論点４ 

 個人情報を第三者へ提供することが可能となる根拠は何か。 

 

〔根拠〕 

福島県個人情報保護条例第７条（利用及び提供の制限）第２項 

実施機関は、法令等の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保

有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、

又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供す

ることができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用

し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するお

それがあると認められるときは、この限りでない。 
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一 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。 

二 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。 

三 出版、報道等により公にされているとき。 

四 同一実施機関内で利用し、又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方

独立行政法人若しくは他の実施機関に提供することに相当な理由があるとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有

個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益に

なるときその他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 

 

 




